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ボランティアセンターだより

 

 

令和４年３月３１日発行 

芦別市社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

「すこやか」は、赤い羽根共同募金の助成金を受けて発行しています。 

 

 

第５０号 

 令和３年１１月１２日（金）北海道社会福祉協議会との共催により「地域で支える

あんしん在宅介護講座」が開催されました。介護の基本的な知識や技術、“起き上が

り”“入浴”“食事”といった暮らしの場面での介護の工夫を学び福祉サービスへの理

解を深めました。 

８０５０問題やダブルケア、ヤングケアラーといった問題が懸念されるなかで、高

齢者とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすための方法について考える貴重な

時間となりました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちへの福祉教育 
～ 地域でともに生きる ～ 

【 福祉教育とは 】 

ふ だんの く らしを し あわせにするための学びです。地域に

暮らす障がいのある人や高齢者を含め、さまざまな人と関わり、学

ぶことを通して多様な生き方にふれ、命の大切さやおもいやりの

心、相手を理解しようとする豊かな心を育むことにつながります。 

社会福祉協議会では福祉専門職員や福祉団体等と協力し、地域や

学校で学習及び体験など様々な福祉教育を実践しています。 

 

芦別小学校６年生 福祉体験 



 

  

福祉教育の相談承ります！ 

芦別市社会福祉協議会では福祉教育の一環として、市内小・中・

高等学校の「総合的な学習の時間」等の福祉学習に協力しておりま

す。上記で紹介している体験メニューのほかにも「こんなことがし

てみたい」といった希望する学習内容等ございましたら、お気軽に

ご相談下さい。 

※ボランティアの方や講師との日程調整等ございますので、１ヶ月

前を目途にご相談下さい。 

 

問い合わせ 社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会 

      電話 0124-22-2194 

相 談 

打合わせ 

実 施 

【 実施までの流れ】 

上芦別小学校６年生・４年生 福祉体験 



 

 ボランティアセンターからの 
お知らせ 

ボランティア活動保険（改定） 

ご加入プラン 

令和４年度 

基本プラン 
天災・地震

補償プラン 

【 新 設 】 

特定感染症重点プラン 

ケガの補償 

死亡保険金 1,040 万円 1,040 万円 

後遺障害保険金 1,040 万円 1,040 万円 

入院保険金日額 6,500 円 6, 500 円 

手 術 

保険金 

入院の手術 65,000 円 65,000 円 

外来の手術 32,500 円 32,500 円 

通院保険金日額 4,000 円 4,000 円 

特定感染症 
補償開始日から１０日 

以内は補償対象外(※) 
初日から補償 

賠償の補償 
賠償責任保険金 

（対人・対物共通） 
5 億円 5 億円 

地震・噴火・津波による死傷 × ○ ○ 

保 険 料  350 円 500 円 550 円 

 

ボランティア行事用保険 

B プラン（宿泊を伴う行事）  

1 泊 2 日 2 泊 3 日 3 泊 4 日 4 泊 5 日 5 泊 6 日 6 泊 7 日 7 泊 8 日 

241 円 295 円 300 円 354 円 359 円 364 円 504 円 

 

A プラン（宿泊を伴わない行事） 

A1 A2 A3 

28 円/1 日 126 円/1 日 248 円/1 日 

 

C プラン（宿泊を伴わない行事） 

A1 

28 円/1 日 

 
～加入手続き・お問い合わせ～ 

社会福祉法人芦別市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

電話 0124-22-2194 ファックス 0124-22-5466 

令和４年度ボランティア活動保険の受付けを開始しています！ 

特定感染症プランを新設し、新型コロナウイルス感染症への補償を拡充します。従来

の補償プランでは、補償開始日から１０日以内に発病した特定感染症については補償の

対象となりませんでしたが、特定感染症重点プランでは補償開始日より特定感染症も補

償の対象となります。 

※４月１日付けで前年度からの継続により加入される場合は初日から補償となります。 

●ボランティア行事用保険については

改定ありません。 


